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賃借料の情報を提供します

農地を相続すると届出が必要です

農地を相続等により取得した場合、農業委員会に届出をする必要があります。こ
の制度は、相続等の農地法の許可を要しない権利取得についても、農業委員会が把
握することにより、農地の有効利用を図ることを目的としています。詳しくは農業
委員会事務局へお問い合わせください。

１.届出が必要な方 相続、法人の合併・分割等により農地を取得した方
２.届出の時期 農地の権利取得を知った時点からおおむね10か月以内

農地法の規定により、砂川市内の農地の実勢賃借料の情報を提供します。

＜賃借料＞

平成３１年１月から令和元年１２月までに締結（公告）された農地の賃貸借に
おける賃借料水準は、以下のとおりとなっています。

令和２年１０月１日 砂川市農業委員会

１ 田（水稲）の部

２ 畑（普通畑）の部

締結（公告）された区域 平均額 最高額 最低額 データ数

砂川市全域 ２,５００円 ３,０００円 ２,０００円 １３

締結（公告）された区域 平均額 最高額 最低額 データ数

砂川市全域 １１,０００円 １５,２００円 ７,０００円 １０２

３ 畑（玉葱畑）の部

締結（公告）された区域 平均額 最高額 最低額 データ数

砂川市全域 １５,４００円 １８,０００円 １５,０００円 ７

※ 全て１０ａ当たりの額。１００円未満は切り捨て。


